
・医療的ケアが必要な児童が在籍する小学校において受入れ体制を確保するため看護師を派遣し、
　以下の取組を実施
①医療的ケアの実施・見守り
②医療的ケア児に関する連携調整
③学校等での留意事項の検討・確認
④環境の整備や当該児童に対する関わり方など、学校職員に対する支援・助言指導
⑤学校等で設置が必要となる備品類の選定

事業の成果・今後の展望等

　看護師を派遣することで医療的ケアを必要とする児童及びその保護者の心理的安全を確保し、安心・安全な学校
生活を過ごすことができる環境を整備することができた。
　適切な医療的ケアの実施・見守りをとおして、児童自身の自己管理能力を育成することができた。
　引き続き児童の自立を促すため、継続して看護師の配置を行う。

問い合わせ先 八幡市教育委員会学校教育課（075-983-1127）

事業の経過・背景・課題

　養護教諭が職務上行うことができない医療行為を適切にサポートするとともに、保護者および教職員等の関係者が
連携を図り、児童自身の自己管理能力の育成を促し、児童が健康で安全かつ安心に学校生活を送れるよう支援す
る必要がある。

取組内容 交付実績額: 277 千円

八幡市 学校・家庭・
地域連携

その他

事業名 医療的ケア児支援事業

学力向上
豊かな

人間性の育成
健やかな
身体の育成

不登校児童
生徒支援

インクルーシブ
教育

食育の推進


